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令和７年度 専修学校教員認定証交付申請について 

 

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

標記について、令和７年８月実施の「新任教員研修」を終了し資格を取得された教員に、

教員認定証の交付を行います。 

つきましては、各校でお取りまとめの上、別添の申請書と名簿を提出いただきますよう

ご案内いたします。 

 

記 

 

１．申請書提出期限 令和８年１月２９日（木）必着 

 期限経過後の受付けは出来ませんのでご了承ください。 

 

２．申請書提出先 uketsuke@fsk-net.or.jp 

 

３．提 出 書 類 ①教員認定証交付申請書 １通 

 ②教員認定証交付名簿（教員・准教員）各１通 

 

４．認 定 料 教 員 ９，９００円（内訳：税抜 9,000円 消費税 900円） 

 准教員 ６，６００円（内訳：税抜 6,000円 消費税 600円） 

１月３０日までに下記口座へお振込みください。 

【振込口座】西日本シティ銀行 吉塚支店 普通預金 １３０７８２５ 

一般社団法人福岡県専修学校各種学校協会 

ｼｬ）ﾌｸｵｶｹﾝｾﾝｼｭｳｶﾞｯｺｳｶｸｼｭｶﾞｯｺｳｷｮｳｶｲ 

※振込手数料はご負担ください。 

以上



認定資格と年齢要件 (令和７年度) 

＜実施要項の解説＞ 

１．教員認定 

   新任教員研修の修了者は、所定の手続きにより、研究研修事業中央委員会より次の

教員認定をうけることができます。 

 

認定種別 認定資格 年齢要件 

専門課程 新任教員研修４８時間修了者で専修学校設置基準に定

める教員の資格を具備している者 

認定を受ける年度内

に 24歳以上となる者 

高等課程 新任教員研修２４時間修了者で専修学校設置基準に定

める教員の資格を具備している者 

認定を受ける年度内

に 22歳以上となる者 

一般課程 新任教員研修２４時間修了者で専修学校設置基準に定

める教員の資格を具備している者 

認定を受ける年度内

に 22歳以上となる者 

 

２．准教員認定 

   准教員研修の修了者は、所定の手続きにより、研究研修事業中央委員会より次の准

教員認定をうけることができます。 

 

認定種別 
認定種別による違いはございません 

認定資格 年齢要件 

専門課程・

高等課程・

一般課程 

 

(1) 専修学校設置基準に定める教員の資格を有する者 

 

(2) 高等学校卒業後、２年以上、教育機関、研究所等に

おいて当該教科に関する学習を修めた者、または教

育・研究・技術に関する業務に従事した者 

 

(3) その他前各号に掲げる者と同等以上の能力がある

と認められる者 

認定を受ける年度内

に 20歳以上となる者 

 

３．年齢要件（確認） 

   令和７年度に教員認定・准教員認定を受けることのできる方の生年月日は次のとお

りです。次の要件を満たしていない場合には、当該要件を満たすまで認定できません。 

  ＊教 員 認 定       専門課程   平成１４（２００２）年４月１日以前に生まれた者 

高等課程   平成１６（２００４）年４月１日以前に生まれた者 

          一般課程   平成１６（２００４）年４月１日以前に生まれた者 

           

  ＊准教員認定  各 課 程       平成１８（２００６）年４月１日以前に生まれた者 



 

教員認定証交付申請書 

 

令和   年   月   日 

 

 

一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団 殿 

一般社団法人 福岡県専修学校各種学校協会 殿 

 

 

 

申 請 校 名                      

 

 

代表者氏名                      

                      

 

 

別紙名簿記載者は、教員認定事業実施要項に基づき、教員認定証の交付を受けたいので、

納付金を添えて申請します。 

 

記 

 

納付認定料： 

教   員 9,900円  ×     名       円 

准 教 員 6,600円  ×     名       円 

合   計 －       円 

 

 

（注）１．交付申請書１部に「教員認定証」「准教員認定証」の各交付申請名簿（各１部）

を添付して提出のこと。 

２．交付申請名簿の人数と納付金の人数が一致するよう確認のこと。 

 

 

 


